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先月に引き続き、新型コロナウイルス感染防止で影響を受けている事業者様のための経営支援措置が

次々と施行されております。今回は、融資関係ではなく、助成金等の措置をご紹介致します。 
 
雇用調整助成金の特例措置（4 月 1 日より拡大）  
 
雇用調整助成金とは・・・ 
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練

又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 
 
 
 
 
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置  
 
【特例の対象となる事業者】 
新型コロナウイルス感染症の影響と受ける事業主（全事業主） 
 
【特例措置の内容】 
① 休業等計画届の事後提出が令和 2 年 6 月 30 日まで可能。 
② 生産指標（売上高等）の確認を 10％減少から 5％に緩和。 
③ 雇用指標（最近 3 か月の平均値）を撤廃。 
④ 事業所設置後、1 年未満の事業主も対象。 
⑤ 助成率を大企業 2/3、中小企業 4/5 
（解雇等を行わない場合、大企業 3/4、中小企業 9/10）に引上げ。 

⑥ 雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。 
⑦ 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6 か月未満の労働者も助成対象に。 
⑧ 過去に本助成金を受給したことがある事業主について、 
ア 前回の支給対象期間の満了日から 1 年を経過していなくても助成対象に。 
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。 

 
 
 
 
 
 
 

新型コロナ 企業に対する支援策！！〔拡大、延長等〕 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の延長  
 
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通

う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準

法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金の適用期間の延長も決定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
上記は経営支援策の一部で、納税が困難な場合の猶予制度もあり、今後も様々な施策が創設、拡充され

ると予想されます。不明点やご心配がありましたら、遠慮なく弊社担当までご相談下さい。 
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